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関連する税制改正に対応
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事例

税務判断のポイント　表紙カバー_B案　●A5サイズw148×h210㎜　背 16㎜（仮）　そで82㎜

「民法＆税法」の両面解説だから “遺言内容”が読み解ける！
これで「遺言がある相続」の税務判断はもう迷わない！

A5判・416 頁　定価：本体 3,800 円＋税

本書の特色
●遺言について、「民法」と「税法」の両面から詳説し、税務判断をサポート！
●複雑な課税関係を遺言のパターン毎に整理し、遺言の文例・設例を交えた解説により
　「遺言がある相続」における実務上の留意点がわかる！
●「平成 30年民法改正」はもちろん、「令和元年度税制改正」にも対応した内容により
　最新の相続実務に役立つ！

財産の遺贈先や
遺贈の方法による
課税の違いは？

特定遺贈と
包括遺贈の
見分け方は？

負担付遺贈と
判断できるか？

「民法」知識があれば、
遺言内容を正確に読み解け、
的確な税務判断ができる！

大野憲太郎（弁護士） 渡邉正則（税理士）
◎相続案件に取り組む弁護士と税理士の強力タッグ！

著者

「平成 30年民法改正」
「令和元年度税制改正」対応！

このケースの税務処理
　　　　　　迷いませんか？？
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第５章　遺言がある相続の課税関係（相続税・所得税・法人税）

（2）特定遺贈について 

　特定遺贈とは、遺贈する財産を具体的に特定し遺贈する方法です。

例えば、「Ａ土地の３分の１を遺贈する」とか「Ｂ銀行の預金全部を

遺贈する」といったように、特定の不動産や金銭財産を、割合を示し

て遺贈することです。特定受遺者は、遺産分割協議の対象から除外さ

れます。また、受遺者は、何時でも遺言執行者又は相続人への意思表

示により遺贈を放棄できます。遺言者の債務は承継しません。

　なお、包括遺贈及び特定遺贈の詳細については、P191を参照くだ

さい。

（3）包括遺贈と特定遺贈の課税上の相違

　相続税の課税価格は受遺者が包括受遺者の場合は、相続人と同様に

取得した財産の価額から承継した債務及び負担した葬式費用を控除し

て算定します。

　一方、受遺者が特定受遺者の場合は、債務及び葬式費用を控除する

ことはできません（実際に負担していたとしても控除できません。）（相

法11の２、13）（注）。

　また、被相続人の準確定申告による所得税の納税義務（法人に遺贈

した場合のみなし譲渡所得課税の納税義務を含む。）は、相続人及び

包括受遺者が承継します（特定受遺者は承継しません。）（通則法５①

②、通基通５条関係９）。
（注）負担付遺贈と同様と判断できる場合は、負担額を取得した財産の価額から
控除することが可能と考えられます。相続税の申告書上は、第11表に負担額
をマイナス表示することになるものと考えられます。負担付遺贈については
P350を参照ください。
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Ⅰ　制 度 編

2 包括遺贈と特定遺贈の内容と課税上の相違
（1）包括遺贈について

　包括遺贈とは、財産の全部又は一部を包括的に与えることをいいま

す。例えば、　「遺言者は全財産の３分の１を甲に遺贈する」といった

ように、全財産に対する割合を示して遺贈することです。

　また、遺贈で積極財産を処分して債務を清算し、残余財産を相続人

等に一定の割合で分配するようなものも包括遺贈と考えられます。

　包括受遺者は、相続人ではありませんが実質的に相続人の地位と類

似しているので、民法上「相続人と同一の権利義務を有す」としてい

ます。

　したがって、包括受遺者は積極財産だけでなく消極財産も承継し、

遺産分割協議から除外されませんし、相続放棄をする場合は家庭裁判

所への手続きが必要です。しかし、法定相続人ではないので遺留分は

ありません。

　なお、法人も包括受遺者になることができます。

民法

（包括受遺者の権利義務）

第990条　包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

改正民法からおさえる
遺言がある相続の税務判断のポイント ［068361］

定価4,180円（本体3,800円）

第一法規 改正民法遺言相続

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お
問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL 0120-203-696　　FAX 0120-202-974

事務所名

改正民法遺言相続（０６８３６１）２０１９．１１ ＨＯ

民法・税法の解説を相互に参照する
ことで遺言内容と課税関係が結びつ
き、理解が深まる！

制度編では、相続・遺
言に関する法制度の基
礎知識について解説

実務編では、事例も交
えながら、税務判断の
ポイントを詳細に解説
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